
年
金
受
給
者
の
利
便
性
が
向
上

　

高
齢
化
社
会
の
進
展
に
よ
り
、
公
的

年
金
を
受
給
す
る
高
齢
者
が
増
加
し
て

い
る
中
、
年
金
受
給
者
の
納
税
の
利
便

性
向
上
を
図
る
た
め
、
住
民
税
の
公
的

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
が
導
入
さ
れ
ま

す
。
こ
れ
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
市
役
所

の
窓
口
や
金
融
機
関
で
納
め
て
い
た
住

民
税
を
、年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し（
特

別
徴
収
）に
よ
り
自
動
的
に
納
付
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

10
月
以
降
支
給
さ
れ
る
年
金
か
ら

　

こ
の
制
度
は
、
平
成
21
年
度
か
ら
施

行
さ
れ
、
今
年
の
10
月
以
降
に
支
払
わ

れ
る
公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収
が
始
ま

り
ま
す
。
現
在
、
納
付
書
ま
た
は
口
座

振
替（
普
通
徴
収
）で
納
付
し
て
い
る
住

民
税
が
、
公
的
年
金
か
ら
差
し
引
か
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

65
歳
以
上
の
人
が
対
象

　

対
象
は
、住
民
税
の
納
税
義
務
者
で
、

前
年
中
に
公
的
年
金
の
支
払
い
を
受
け

た
人
の
う
ち
、今
年
の
4
月
1
日
現
在
、

老
齢
基
礎
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い
る

65
歳
以
上
の
人
で
す
。

　

次
の
人
は
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
り

ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

◦�

老
齢
基
礎
年
金
な
ど
の
年
額
が
18
万

円
未
満
の
人

◦�

特
別
徴
収
税
額
が
老
齢
基
礎
年
金
な

ど
の
年
額
を
超
え
る
人

◦�

介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
引
き
落
と

し
さ
れ
な
い
人

特
別
徴
収
す
る
税
額

　

特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
税
額
は
、

公
的
年
金
の
所
得
に
係
る
住
民
税
の
所

得
割
額
と
均
等
割
額
で
す
。
公
的
年
金

以
外
の
所
得
に
係
る
住
民
税
は
、
こ
れ

ま
で
通
り
普
通
徴
収
ま
た
は
給
与
か
ら

の
特
別
徴
収
で
の
納
付
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
こ
の
場
合
で
も
納
め
る
年

税
額
は
従
来
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。

特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
年
金

　

老
齢
基
礎
年
金
・
老
齢
厚
生
年
金
・

退
職
共
済
年
金
な
ど
の
公
的
年
金
で
す
。

65
歳
未
満
の
年
金
受
給
者
は

　

今
回
の
改
正
に
よ
り
、
年
金
所
得
に

係
る
住
民
税
を
給
与
か
ら
特
別
徴
収
で

き
な
く
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

給
与
と
年
金
所
得
が
あ
る
65
歳
未
満
の

年
金
受
給
者
の
人
は
、
こ
れ
ま
で
住
民

税
が
給
与
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
て
い
た

場
合
で
も
、
年
金
所
得
に
係
る
住
民
税

に
つ
い
て
は
、
納
付
書
ま
た
は
口
座
振

替（
普
通
徴
収
）で
納
め
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

た
だ
し
、
こ
の
場
合
で
も
納
め
る
年

税
額
は
従
来
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。

※
く
わ
し
く
は
市
民
税
課（
☎
20
‐
1 

5
1
3
）へ
。

年
金
受
給
者
の
納
税
の
利
便
性
向
上
の
た
め
、
住
民
税
の
公
的

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
が
10
月
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

公
的
年
金
か
ら
の

特
別
徴
収
制
度
が
始
ま
り
ま
す

住
民
税（
市
民
税
・
県
民
税
）

特別徴収の対象税額と納付
特別徴収を開始する年度の納付

普通徴収 特別徴収
6月 8月 10月 12月 2月
年税額の4分の1ずつ 年税額の6分の1ずつ

○年度前半に、年税額の4分の1ずつを6・8月に普通徴収により納付
○ 年度後半に、年税額から普通徴収額を控除した額を10・12・2月の老齢基礎年金などから特
別徴収により納付

特別徴収
仮徴収 本徴収

4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年度の10月から2月までに徴収した額の3分の1
ずつ

年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1ず
つ

2年目以降の納付

○ 4・6・8月に、前年度の10月から2月までに特別徴収された額の3分の1ずつを、10・12・2
月に、年税額から仮徴収された額を控除した額の3分の1ずつを老齢基礎年金などから特別
徴収により納付

特別徴収の例
収入が公的年金のみで、平成21年4月1日に65歳以上の人の場合
平成21年度の住民税の年税額が36,000円
平成22年度の住民税の年税額が30,000円

普通徴収 特別徴収
6月 8月 10月 12月 2月

9,000円 9,000円 6,000円 6,000円 6,000円
年税額の半分（18,000円）を2回に分け
て個人で納付

年税額の残り（18,000円）を3回に分けて年金から引き落と
し

平成21年度（特別徴収・初年度）年税額36,000円 （普通徴収18,000円＋特別徴収18,000円）

特別徴収（仮徴収） 特別徴収（本徴収）
4月 6月 8月 10月 12月 2月

6,000円 6,000円 6,000円 4,000円 4,000円 4,000円
前年度の10月から2月までに特別徴収された額に
相当する額を3回に分けて引き落とし

年税額から仮徴収で特別徴収した額を差し引いた
額を3回に分けて引き落とし

平成22年度（特別徴収・2年目）年税額30,000円（特別徴収18,000円＋特別徴収12,000円）

13 広報なりた2009.4.15　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です


